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子どもの頃から本を読むのが好きで、自分が買ってもらった本以外も、農協から届く

「家の光」や叔父さんたちが残していった本も拾い読みしていました。今も、少しでも時間

があれば何かを読んでいます。ふとした言葉が琴線に触れて涙ぐんだりすることもある

ので、変な人と勘違いされないように注意しています。最近では、河北新報の4コママン

ガ「ぴよちゃん」でぴよちゃんが贈った折り紙の花へのひみこちゃんの気遣いに思わず感涙!心が洗われました。

仙台市泉区根白石生まれ

東京大学法学部卒
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■ 新潟県生まれ < 中央大学法科大学院卒>

　推しの荘司康誠投手がなかなか一軍に復帰しま
せん(6月末現在)。先日、二軍(ファーム)で登板す

るという情報を聞きつけ、息子と一緒に、利府球場に応援に行ってきまし
た。週末でしたが観客数600人くらい(一軍戦は2万人くらい入ります)、
入場料安い(バックネット自由席2000円！)、食べ物安い、選手が近い、と
なかなかの好環境でした。モバイルパークに行かずに二軍専門、というファ
ンがいるのも頷けます。
　のんびりムードを味わいに、たまに二軍戦にも行ってみたいと思います!

■ 福島県生まれ < 東北大学法科大学院卒>

　5月に事務所に復帰いたしました。休んでい
る間にシステムが変わり、まずはそれに慣れる

ところからスタートしております。早く使いこなして業務の効率化を
図りたいと思います。
　仕事以外では、観劇、ライブ等の予定を入れてはチケットの当落
に振り回されています。最近(6月中旬)推しが出演する舞台が発表
されたので、この事務所報が皆様に届く頃、今申し込んでいるチケッ
トが当選してウキウキしている私がいるといいなと思っています。

■ 茨城県生まれ < 東北大学法科大学院卒>

　最近、お世話になっている先生方のご厚意により、経
営法曹会議に入会させて頂きました。企業の労働問題

について、更に勉強を続けたいと思います。
　将棋では、藤井八冠が七冠になってしまいました。相手の伊藤匠叡王は、藤井
七冠に10連敗(持将棋もあります)くらいの対戦成績になっていたようです。実
力の向上等も必要ですが、流れが変わるまで諦めない姿勢も大切と感じました。
　3才の子供は恐竜がブームで、恐竜関連のイベントを探したり、恐竜絵本や図
鑑を読むようにせがまれる毎日です。

■ 仙台市生まれ < 東北大学法科大学院卒>

　今期の朝ドラ「虎に翼」では、女性初の法
曹が誕生した時代が描かれています。旧民

法が今の民法とはこんなにも違うものだったのかと改めて痛感し
つつ、時代が変わっても、その主人公や周囲の法曹関係者が抱
いていた思いには共感でき、その振舞いに学ぶところも多いと感
じています。毎日ドラマから元気をもらって、思いを新たに仕事に
取り組んでいきたいと思います。

■ 仙台市生まれ< 東北大学法学部卒>

　もともとはビートルズや60年代ロックなどが
好きな私ですが、最近は「あいみょん」にはまって

います。以前から「いいな」とは思っていたのですが、じっくり聞きこんで
みると、ロックやフォークのテイストもありつつちょっと昭和テイストの
懐かしさも感じさせるメロディライン、噛めば噛むほど味が出て、どこか
感情を揺さぶられるような独特な歌詞、そしてアコギ一本で聞かせられ
る歌声にやられてしまい、最近はすっかりヘビロテになっています。 1 2
月にはツアーで宮城に来る予定なので、是非ライブに行きたいです!

■ 広島県生まれ <京都大学法学部卒>

　ずいぶん前に関西にいたころ,「1万人の第
9」というイベントを毎年やっていました。有名

なベートーベンの第９交響曲の合唱を,１万人も集って歌うというも
のです。関西人はわけのわからんことをやるなと思っていました。あ
れから数十年,テレビで「合唱の参加者募集「」初心者でも大丈夫」と
いうCMをやっていました。そのイベントは40年以上も続いており,
さらに仙台でも募集するとのこと(練習も仙台)。つい応募してしまい
ました。抽選がありますが少し楽しみです。

■ 埼玉県生まれ <東北大学法学部卒>

　前回の事務所報に「2024年は山登りに傾倒
していく所存です」と書きましたが、着々と実

行中。2024年前半、蕃山、笹倉山、鹿狼山で体をならし、GW以降、
安達太良山、蔵王(刈田岳・熊野岳・地蔵岳)、一切経山、那須岳(朝
日岳・三本槍岳・茶臼岳)へ。一切経山の「魔女の瞳」、那須岳で見え
た眺望が忘れられません。後半は、昨年、途中撤退した船形山へ再
チャレンジ予定。子どもの頃から山登りに苦手意識ありましたが、好
き嫌いと得手不得手は違うのでしょう。

■ 柴田郡生まれ <東北学院大学卒>

　夏野菜の季節となりました。今年は畑にトマト、じゃが
いも、スナップエンドウ、ピーマン、スイカ、にんじんを植 

えました。スナップエンドウはよく育ち、食べきれないほどの量を収穫できました。
　実家の土地を借りて育てているので、両親と会う機会も増えました。子どもたち
も野菜が育つ様子を見て喜んでいますし、新鮮な野菜が食べられるだけではない、
沢山の良いことがあります。
　今年は猪、猿、熊が頻繁に目撃されている地域でもありますので、安全に気をつ
けながら楽しんでいきたいと思います。

■ 長野県生まれ < 東京大学法学部卒>

　手書き文字が好きです。
　四角四面な裁判官の署名が丸文字だったり、

威勢のいい政治家の文字がへなちょこだったり、個性がでますよね。
　私のイチ押しは樋口一葉の筆跡です。
　浄書された原稿や短冊だけでなく、日記や手紙の走り書きも
残っていますが、その比類なき文字の美しさは天下一品。五千円
札の肖像画から引退してしまうのが残念です。

NEWS LETTER vol.10

本年5月に民法の一部が改正され、離婚後等の子の
養育に関する規定が改められました。施行は制定から2
年を超えない範囲で定めるとされており、令和8年には
施行されることとなります。

ニュースでも取り上げられていますが、特に親権と養
育費についてどのように変わったのか見てみましょう。

〇離婚後の親権
これまでは父母が離婚した場合、一方を親権者に定

めなければなりませんでした。
改正後は、父母の双方又は一方を親権者と定めるこ

とになります。協議離婚の場合は父母間の協議で、裁判
離婚の場合には、裁判所が定めます(改正民法819条
1項、2項)。
裁判所で親権者を定める場合には、子の利益のため、

父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情
を考慮しなければなりません。この場合、父母の双方を
親権者と定めることで子の利益を害すると認められると
きには、父母の一方を親権者と定めなければならない
ことになっています(改正民法819条7項柱書)。
子の利益を害するとされる場合として、父又は母が

子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められると
き、父母が共同して親権を行うことが困難であると認め
られるときを挙げています。共同親権行使が困難か否
かを判断するに当たっては「父母の一方が他の一方から
身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす
言動を受けるおそれの有無、」父母間で親権者を定める

「協議が調わない理由その他の事情を考慮する」(改正
民法819条7項2号)ことになっています。

〇親権の行使方法
親権は共同で行うことが原則です。
ただし、親権の共同行使の原則により、父母の意見が

不一致の場合に親権が一切行使できないとすれば、か
えって子の利益を害するおそれがあります。
親権の行使について父母間の協議が調わない場合、

子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判
所に特定の事項について父母の一方が単独ですること
ができる旨を定めることを請求できます。(改正民法

824条の2第3項)
また、例外として①一方のみが親権者の場合、②一方

が親権を行うことができないとき、③子の利益のため急
迫の事情があるときについては、一方の親権者のみで
親権を行使することができます(改正民法824条の2
第1項各号)。

さらに、監護及び教育に関する日常の行為に係る親
権の行使については、一方の親権者が単独で行うこと
ができることを定めています(改正民法824条の2第2
項 )。

〇養育費の履行確保
これまで、裁判所での手続きや公証役場を使わずに

養育費を定めていた場合、差押えにはまず債務名義(判
決等)を得なければなりませんでした。

しかし、改正により養育費債権に先取特権が付与され
ることになりました(改正民事執行法151条の2第1項
3号)。先取特権とは、被担保債権を有する人(養育費を
請求できる人)が、債権の弁済を受けられないとき、債
務者(養育費を支払うべき人)の一定の財産から、他の
債権者に優先して弁済を受けることのできる権利をい
います。これにより、債務名義がなくとも差押えが可能
になりました。

また、法定養育費制度が導入されました。この制度に
より、父母間で養育費の取り決めがない場合にも法律
で定められた基準により養育費の請求が可能になりま
す(改正民法766条の3)。

さらに、養育費が支払われず、相手方の財産を探して
差し押さえる場合の手続きが便利になりました。養育費
支払請求権をもとに財産開示手続を申し立てた場合に
はその開示された財産への差押命令も同時に申し立て
たとみなされ、債務者の給与債権に係る情報の取得手
続きを申し立てた場合にはその情報を得た債権に対す
る差押命令の申立ても同時にしたこととみなされます
(改正民事執行法167条の17第1項)。これにより、手
続きがひとつ省かれて債権回収のスピードも上がるこ
とになると思われます。

(弁護士　渡部真莉奈)
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